
JP 5877125 B2 2016.3.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部を海水が流通する金属配管に一端が接続された配線と、該配線の他端に接続され、
前記金属配管とは、該金属配管の一部であるフランジ間に設置されたゴムリングに挿入さ
れることで電気的に絶縁されて設置されているアノードと、前記配線の途中に設置され、
前記アノードと前記金属配管に電位差を生じさせる直流電源とを備え、
　前記アノードは、カーボンシート、炭素膜、グラファイト、フェライトの少なくとも１
つから形成されると共に、前記金属配管の内面直径よりも内側にある表面積を持ち、前記
フランジを固定するボルト位置に該ボルト径以上の円空を有して前記金属配管内を流れる
海水と接するように設置され、かつ、該アノードと前記金属配管とは前記配線を介して電
気的に導通され、前記金属配管にマイナスの電位を付与することを特徴とする腐食抑制装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の腐食抑制装置において、
　前記配線の途中に、前記アノードと金属配管の間の電流を計測する電流計を備えている
ことを特徴とする腐食抑制装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の腐食抑制装置において、
　前記アノードは、角型、円型或いは短冊状のカーボンシートから形成されていることを
特徴とする腐食抑制装置。
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【請求項４】
　請求項１に記載の腐食抑制装置において、
　前記アノードは、カーボンシートと絶縁フィルムから形成されていることを特徴とする
腐食抑制装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の腐食抑制装置において、
　前記カーボンシートは、２つの絶縁フィルムに挟まれていることを特徴とする腐食抑制
装置。
【請求項６】
　取水した海水を貯水する取水井と、該取水井からの海水が濾過器を経由し、該濾過器で
濾過された海水を貯水する濾過海水槽と、該濾過海水槽からの濾過された海水が保安フィ
ルターを介して高圧ポンプで導かれ、淡水と塩分濃縮水に分離する逆浸透膜モジュールと
、該逆浸透膜モジュールで分離された淡水を貯水する生産水槽と、前記高圧ポンプと同軸
に設置され、前記逆浸透膜モジュールで分離された塩分濃縮水を回収して濃縮水配管に排
出する動力回収タービンとを備え、前記各装置が配管で接続されている海水淡水化装置に
おいて、
　少なくとも前記高圧ポンプから下流に位置する前記配管に、請求項１乃至５のいずれか
１項に記載の腐食抑制装置が設置されていることを特徴とする海水淡水化装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の海水淡水化装置において、
　前記配管の対向するフランジ間にゴムリングが設置され、該ゴムリングに前記腐食抑制
装置のアノードが挿入されていることを特徴とする海水淡水化装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の海水淡水化装置において、
　前記ゴムリングの水浸透率が１０％以下であることを特徴とする海水淡水化装置。
【請求項９】
　シャフトと、該シャフトを中心として、それを支える上部軸受ブラケット及び下部軸受
ブラケットと、前記シャフトの回転に伴い回転する羽根車と、水流の容器となる揚水管と
、該揚水管を保持する吐出ケーシング及び吸込ケーシングとを備え、前記羽根車でもたら
される水流が、案内羽根を介して前記揚水管へ移動する水流となるポンプ装置において、
　前記揚水管の外部に、少なくとも配線及び電源が配置され、アノード或いはカーボンシ
ートが、前記上部軸受ブラケットと下部軸受ブラケット及び吸込ケーシングのフランジ部
に、水流と接するように設置されている請求項１乃至５のいずれか１項に記載の腐食抑制
装置を備えていることを特徴とするポンプ装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載のポンプ装置において、
　前記配線は、前記下部軸受ブラケット、揚水管、吐出ケーシング、吸込ケーシング及び
羽根車に接続され、これらが、前記アノード或いはカーボンシートに対して負の電位を保
持するように電源により電圧が印加されることを特徴とするポンプ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は腐食抑制装置及びそれを備えた海水淡水化装置並びにポンプ装置に係り、特に
、海水通水配管の接水表面全面、或いは溶接部等の限られた部位に腐食抑制効果をもたら
すものに好適な腐食抑制装置及びそれを備えた海水淡水化装置並びにポンプ装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　海水を淡水化し、工業用、農業用或いは生活飲料用等に利用する技術の開発が進められ
ている。特に、ＲＯ（逆浸透膜：Reverse　Osmosis）を用いた大型の海水淡水化装置には
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、多くの配管が必要となり、配管の腐食に対する信頼性がＲＯ膜の寿命を左右するため、
重要となっている。
【０００３】
　ポンプにより汲み上げた海水を、ＲＯ設備に到達するまで使用される配管の材料は、通
常、ステンレス鋼が用いられる。耐海水材料として普及しているのは、一般的なＳＵＳ３
０４材ではなく、同じオーステナイト鋼ながら、海水中での耐食性をＭＯ添加により高め
たＳＵＳ３１６材が多用されている。
【０００４】
　また、ＲＯ膜で逆浸透を実施するために、より高圧になる配管には二相ステンレス、例
えば、Ｓ３２７５０のような高耐食性材料が使用される。更に、下流側のブラインと呼ば
れる塩分濃縮された廃液部分の配管にも、Ｓ３２７５０のような高強度高耐食性材料が用
いられている。
【０００５】
　しかし、配管には、腐食による減肉や孔食による漏洩部の発生等の問題が生じるために
、一部では高級なエンジニアリングプラスティクスが用いられる場合もある。
【０００６】
　配管材料の耐食性向上の方法としては、高耐食性金属を用いる以外に、犠牲陽極を用い
る方法やカソード電極を用いた電気防食による方法が考えられる。特に、製塩設備では、
Ｐｔ等の不溶性陽極を用いた電気防食が提案されている。
【０００７】
　これらの方法は、例えば、特許文献１、特許文献２に記載されている。即ち、特許文献
１には、Ｐｔ等の不溶性陽極を用いた電気防食が記載され、特許文献２には、導電性パッ
キンと電解槽導入部を金属製の導線で継がれていて、導電性パッキンと電解槽導入部の電
位を同一にして電食を防止することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－９２９８１号公報
【特許文献２】特開昭６１－６７７８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１及び２に記載の従来の電食技術では、Ｐｔ等のアノードを用いているため、
海水淡水化装置或いはポンプ装置に用いる場合には、その性能を著しく低下させる場合が
ある。そのため、海水淡水化装置或いはポンプ装置の性能を損なわない電食技術を用いる
ことが課題である。
【００１０】
　本発明は上述の点に鑑みなされたもので、その目的とするところは、淡水化装置の性能
或いはポンプ装置の性能を維持しつつ、海水が流通する金属配管の耐食性を向上させるこ
とができる腐食抑制装置及びそれを備えた海水淡水化装置並びにポンプ装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の腐食抑制装置は、上記目的を達成するために、内部を海水が流通する金属配管
に一端が接続された配線と、該配線の他端に接続され、前記金属配管とは、該金属配管の
一部であるフランジ間に設置されたゴムリングに挿入されることで電気的に絶縁されて設
置されているアノードと、前記配線の途中に設置され、前記アノードと前記金属配管に電
位差を生じさせる直流電源とを備え、前記アノードは、カーボンシート、炭素膜、グラフ
ァイト、フェライトの少なくとも１つから形成されると共に、前記金属配管の内面直径よ
りも内側にある表面積を持ち、前記フランジを固定するボルト位置に該ボルト径以上の円
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空を有して前記金属配管内を流れる海水と接するように設置され、かつ、該アノードと前
記金属配管とは前記配線を介して電気的に導通され、前記金属配管にマイナスの電位を付
与することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の海水淡水化装置は、上記目的を達成するために、取水した海水を貯水す
る取水井と、該取水井からの海水が濾過器を経由し、該濾過器で濾過された海水を貯水す
る濾過海水槽と、該濾過海水槽からの濾過された海水が保安フィルターを介して高圧ポン
プで導かれ、淡水と塩分濃縮水に分離する逆浸透膜モジュールと、該逆浸透膜モジュール
で分離された淡水を貯水する生産水槽と、前記高圧ポンプと同軸に設置され、前記逆浸透
膜モジュールで分離された塩分濃縮水を回収して濃縮水配管に排出する動力回収タービン
とを備え、前記各装置が配管で接続されている海水淡水化装置において、少なくとも前記
高圧ポンプから下流に位置する前記配管に、上記構成の腐食抑制装置が設置されているこ
とを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の腐食抑制装置は、上記目的を達成するために、シャフトと、該シャフト
を中心として、それを支える上部軸受ブラケット及び下部軸受ブラケットと、前記シャフ
トの回転に伴い回転する羽根車と、水流の容器となる揚水管と、該揚水管を保持する吐出
ケーシング及び吸込ケーシングとを備え、前記羽根車でもたらされる水流が、案内羽根を
介して前記揚水管へ移動する水流となるポンプ装置において、前記揚水管の外部に、少な
くとも配線及び電源が配置され、アノード或いはカーボンシートが、前記上部軸受ブラケ
ットと下部軸受ブラケット及び吸込ケーシングのフランジ部に、水流と接するように設置
されている上記構成の腐食抑制装置を備えていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明では、海水淡水化装置に配管とは異なる部材を設置し、該配管が腐食することを
抑制している。その手段として、配管材料と電気的に絶縁した材料を海水部に浸漬させる
こと、及び絶縁した材料と上記配管との間に電位差を生ずる装置を挿入する手段を用いる
。
【００１５】
　絶縁した材料はアノードとして使用し、配管材料側がカソード、即ち、配管側がマイナ
スとなり、海水と接する表面にはカチオン（正イオン）が引き寄せられるように電子が供
給されるようにする。また、アノードとなる金属が予め配管材料より電位として卑な場合
は、電位差を生ずる装置がない場合でも配管材料に電子を供給することができる。
【００１６】
　このように電気防食或いは犠牲陽極という手段を用いて、配管材料を防食するが、アノ
ードからの溶出物がＲＯ表面に堆積し、淡水化性能が低下することを回避することが重要
であり、本発明では、淡水化性能に影響が少ないように、炭素材料のアノードを用いるこ
とが重要手段となる。
【００１７】
　このことにより、海水淡水化装置の性能を維持しながら、配管材料の腐食を抑制するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、淡水化性能を維持しつつ、海水が流通する金属配管の耐食性を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の海水淡水化装置の一実施例の概略構成を示す図である。
【図２】本発明の腐食抑制装置の実施例１を示す構成図である。
【図３】図２に示した腐食抑制装置におけるアノードの形状の一例を示す図である。
【図４】図２に示した腐食抑制装置におけるアノードの形状の他の例を示す図である。
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【図５】図２に示した腐食抑制装置におけるアノードの形状の更に他の例を示す図である
。
【図６】本発明の腐食抑制装置の実施例２を示す構成図である。
【図７】本発明の腐食抑制装置の実施例３を示す構成図である。
【図８】図２に示した実施例１の腐食抑制装置を用いて、ＳＵＳ３１６Ｌ配管材料の室温
人工海水中での５００時間の浸漬実験を実施した結果を、本装置を用いない場合と比較し
た特性図である。
【図９】図２に示した実施例１の腐食抑制装置で電位付与を停止し、アノードとして低電
位を示すカーボンシートを用いて、ＳＵＳ３１６Ｌ配管材料の室温人工海水中での５００
時間の浸漬実験を実施した結果を、本装置を用いない場合と比較した特性図である。
【図１０】本発明のポンプ装置の一実施例の概略構成を示す図である。
【図１１】図１１のポンプ装置における吸込み部の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　海水淡水化装置では海水をポンプで取り入れ、配管を用いてＲＯに通水することで、淡
水と塩濃度の高いブライン水とを生成することができる。
【００２１】
　このブライン水は高圧で、かつ、塩濃度が高いことからステンレス鋼のような金属配管
が用いられる。このステンレス配管において、配管とフランジ等との溶接部やフランジと
ゴムリング等との隙間部では、高濃度塩のために腐食が進行することがある。この腐食を
抑制するために、配管部のフランジ構造部に配管と電気的に絶縁されたアノードを配置し
、アノードがブライン水と接している構造とする。
【００２２】
　更に、配管とアノードは接水面でない外部において、配線を用いて電気的導通が付与さ
れた状態とする。この際、配線の途中に、アノードと配管に電位差を生ずるための電源を
設け、また、電流を計測する電流系を直列に配置する。電源は一次電池である乾電池、鉛
電池やリチウム電池の二次電池、直流電源、太陽電池のいずれでもよいが、電位差として
１Ｖ以上２Ｖ未満を印加できることが本発明を実施するに適する条件である。この際の電
流値は任意であるが、１０μＡ以上が望ましい。
【００２３】
　また、電位差を有することができるカソードの範囲は、通常ワグナー長さとして知られ
ており、カソードの形状、海水の流速、電気伝導度、温度に依存するが、数１０ｃｍ以上
に達する。カソードの形状としては、海水流路にアノードが表面をさらすことが必要であ
るが、その表面が溶解し減肉したとしても、ゴムリングに挟まれた状態でわずかでも海水
にアノード表面が露出されることが要件となる。
【００２４】
　腐食抑制装置の機能としては、アノード電極が配管材料にマイナスの電位を付与するこ
とであり、配管材料を材料自身の自然浸漬電位より卑な電位とすることである。電位とし
ては前述のように１Ｖ以上が適し、２Ｖを超えると水の電気分解による水素発生をもたら
すために、ワグナー長を稼ぐための電位付与は限定される。アノードの材料としては、電
気的導通があることが必要条件であり、アノード材料のカソード材料である配管との電気
的接合による電気化学的溶解により、海水淡水化のＲＯに機能低下を生じさせないことが
十分条件となる。
【００２５】
　そのため、非溶解性材料である白金等は、アノード電極として電気防食でよく使用され
るが、本発明の海水淡水化防食装置としては、ＲＯ膜の表面に付着すると塩濃縮効果を低
下させるために不適である。また、配管材料よりも卑な金属である亜鉛やアルミは犠牲陽
極としても有効であるが、ＲＯ膜の表面に付着すると塩濃縮効果を低下させるために不適
である。
【００２６】
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　本発明では、グラファイトを含む炭素を材料の主構成元素として用いることで、ＲＯ膜
への影響を低減している。また、フェライトもアノード材として適するが、電位が貴とな
りやすいことと、鉄３価イオンが溶解生成する場合は、ＲＯの塩濃縮効果を低減するため
に、海水の前処理が必要となる。
【００２７】
　本発明では、配管材料の電位が卑となり、カチオンが吸着しやすくなる。このため、配
管材料に、ＲＯの機能低下をもたらすプラス電荷を有するイオン、或いはイオン性クラス
ター物質を捉える効果が期待できる。また、本発明者等は、微生物腐食をもたらすバクテ
リアを捉える効果も確認した。
【００２８】
　以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００２９】
　本発明の海水淡水化装置の一実施例を図１を用いて説明する。該図に示す如く、本実施
例の海水淡水化装置は、海水１００をポンプ等で取水し貯水する取水井１と、取水井１か
らの海水が二層濾過器２を経由し、この二層濾過器２で濾過された海水を貯水する濾過海
水槽３と、濾過海水槽３からの濾過された海水が保安フィルター４を介して高圧ポンプ５
で導かれ、淡水と塩分濃縮水に分離する逆浸透膜モジュール６と、この逆浸透膜モジュー
ル６で分離された淡水を貯水する生産水槽８と、高圧ポンプ５と同軸に設置され、逆浸透
膜モジュール６で分離された塩分濃縮水を回収して濃縮水配管９に排出する動力回収ター
ビン７とを備え、これら取水井１と二層濾過器２、二層濾過器２と濾過海水槽３、濾過海
水槽３と保安フィルター４、保安フィルター４と高圧ポンプ５、高圧ポンプ５と逆浸透膜
モジュール６、逆浸透膜モジュール６と生産水槽８、逆浸透膜モジュール６と動力回収タ
ービン７とが、それぞれ配管で接続されて構成されている。
【００３０】
　そして、上記構成の海水淡水化装置において、金属配管が用いられるのは、高圧ポンプ
５から下流の配管部分で、図１中の金属配管１０、金属配管１１、金属配管１２が該当す
る。これらの金属配管１０、１１、１２では、５０気圧以上の内圧で海水が流動する。
【００３１】
　これらの金属配管１０、１１、１２では、塩濃度に依存する腐食現象が時間経過ととも
に発生し、特に、配管結合部であるフランジ部や表面組織と表面粗さが不均一となる溶接
部では、反応速度が大きな腐食が進展する場合がある。
【００３２】
　この腐食作用を抑制するために用いる本発明の腐食抑制装置の実施例１について、図２
を用いて説明する。
【００３３】
　該図に示す如く、本実施例の腐食抑制装置は、内部を海水が流通するステンレス配管２
５に一端が接続された配線２２と、この配線２２の途中に設置された電源２３と、配線２
２の他端に接続され、ステンレス配管２５とは電気的に絶縁されて設置されているアノー
ド２１と、配線２２の途中に、アノード２１とステンレス配管２５の間の電流を計測する
電流モニタ（電流計）２４とから概略構成されている。尚、電流モニタ２４は、無い場合
もある。
【００３４】
　配線２２は、ステンレス配管２５とアノード２１の電気的導通を取り、ステンレス配管
２５とアノード２１間に電源２３を介する。電流モニタ２４は、電源２３と直列に接続さ
れ、かつ、抵抗の少ない内部回路を有するものとする。また、電流モニタ２４は、その電
流値の減少を監視することで、アノード２１の消耗を検知することができる。
【００３５】
　アノード２１は、ステンレス配管２５の一部であるフランジ２６の間に設置される円環
状のゴムリング２７（Ｏリング又は絶縁ガスケットとも呼ばれる）に挿入される。この際
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、ゴムリング２７は２枚で、その間にアノード２１が挿入される場合もある。このゴムリ
ング２７の水浸透率は、浸透した水が漏れないことを考慮すると、１０％以下が望ましい
。
【００３６】
　アノード２１は、ステンレス配管２５内に流れる海水と接するように、ステンレス配管
２５の内面直径よりも内側にある表面積を持ち存在することが必要用件となる。また、ア
ノード２１はカーボンシートからなり、フランジ２６を固定するボルトとは接触しないよ
うに、ボルト位置にボルト径以上の円空を有する。更に、アノード２１の厚さは、材料力
学的には１００μｍ以上、かつ、構造的（大型化しない構造）には１０ｍｍ以内で、海水
の流速で破断することがない靭性を有している。
【００３７】
　電源２３は、一例として直流電源装置を用い、１Ｖを常にアノード２１とステンレス配
管２５に印加するように制御する。電流値は１００μＡ以下でも防食効果を有するので、
アノード２１の溶出を低減するために１０μＡのオーダとする。
【００３８】
　このような腐食抑制装置により、フランジ２６を含むステンレス配管２５は、海水によ
る腐食作用を受けるにもかかわらず、その腐食量を著しく低減することが可能となる。ま
た、フランジ２６のゴムリング２７とのすき間部に生ずる腐食速度の大きなすき間腐食に
ついても著しく抑制することができる。
【００３９】
　従って、本実施例によれば、淡水化性能を維持しつつ、海水が流通する金属配管の耐食
性を向上させることができる。
【００４０】
　腐食抑制装置の実施例１におけるアノードについて、図３乃至図５を用いて説明する。
【００４１】
　図３に示すアノード２１は、その形状が角型のシートから成るものである。アノード２
１はカーボンシートからなり、フランジを固定するボルトとは接触しないように、ボルト
位置にボルト径以上の円空を有する。
【００４２】
　図４に示すアノード２１は、その形状が円型のシートから成るものである。アノード２
１はカーボンシートからなり、フランジを固定するボルトとは接触しないように、ボルト
位置にボルト径以上の円空を有する。
【００４３】
　図５に示すアノード２１は、その形状が短冊状のシートから成るものである。アノード
２１はカーボンシートからなり、フランジを固定するボルトとは接触しないように、短冊
状のアノード２１間のボルト位置にボルト径以上の空隙を有する。
【実施例２】
【００４４】
　図６に本発明の腐食抑制装置の実施例２を示す。該図に示す本実施例の腐食抑制装置は
、そのアノードが、カーボンシート７１と絶縁フィルム７２から成るもので、他の構成は
図２に示した実施例１と同様である。
【００４５】
　そして、本実施例では、フランジ２６を固定するボルトとは接触しないようにボルト位
置にボルト径以上の円空を有すると共に、カーボンシート７１と絶縁フィルム７２から成
るアノードは、ゴムリング２７に挟まれることにより、フランジ２６やステンレス配管２
５と海水側での直接の電気的導通は遮断される。
【００４６】
　このような本実施例の構成でも、実施例１と同様な効果を得ることができる。
【実施例３】
【００４７】
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　図７に本発明の腐食抑制装置の実施例３を示す。該図に示す本実施例の腐食抑制装置は
、そのアノードが、カーボンシート７１と２つの絶縁フィルム７２及び７３から成り、カ
ーボンシート７１が絶縁フィルム７２と７３で挟まれているもので、他の構成は図２に示
した実施例１と同様である。
【００４８】
　そして、本実施例では、フランジ２６を固定するボルトとは接触しないようにボルト位
置にボルト径以上の円空を有すると共に、カーボンシート７１が絶縁フィルム７２と７３
で挟まれているアノードは、ゴムリング２７に挟まれることにより、フランジ２６やステ
ンレス配管２５と海水側での直接の電気的導通は遮断される。
【００４９】
　このような本実施例の構成でも、実施例１及び２と同様な効果を得ることができる。
【００５０】
　本発明の海水淡水化装置における腐食抑制装置の効果について説明する。本発明の腐食
抑制装置は、ＲＯ膜を用いた海水淡水化装置のみならず、多段マルチステップの加熱蒸気
を用いた海水淡水化装置の金属配管を対象に実施される。
【００５１】
　本発明の腐食抑制装置を用いたステンレス配管の腐食の進行について、図８を用いて説
明する。
【００５２】
　図８は、図２に示す腐食抑制装置を用いて、ＳＵＳ３１６Ｌ配管材料の室温人工海水中
での５００時間の浸漬実験を実施し、本装置を用いない場合と比較した結果である。該図
において、Ａは本発明を適用した場合の腐食量の経時変化であり、Ｂは本装置を用いずＳ
ＵＳ３１６Ｌ配管材料を単純浸漬した場合の腐食量の経時変化を示し、２５℃の空気飽和
した塩濃度３．５％人工海水を、ステンレス鋼であるＳＵＳ３１６Ｌ鋼の配管に通水した
場合の腐食量を経過時間を変数として求めた結果である。
【００５３】
　比較のための本発明の腐食抑制装置を用いず単純浸漬とした減肉量を示す腐食量変化９
０１は、本発明の腐食抑制装置を接続したＳＵＳ３１６Ｌ鋼の腐食量変化９０２の５倍以
上となり、本発明の腐食抑制装置により、ステンレス配管の腐食が著しく抑制されること
がわかる。
【００５４】
　尚、本発明の腐食抑制装置では、アノードとしてカーボンテープを用い、配管がカーボ
ンシートより-１Ｖとなる電圧を保持するように制御した。電源は、直流安定化電源を用
いている。
【００５５】
　本発明の腐食抑制装置を用いたステンレス配管の腐食の進行について、図９を用いて説
明する。
【００５６】
　図９は、図２に示す腐食抑制装置で電位付与を停止し、アノードとして低電位を示すカ
ーボンテープを用いて、ＳＵＳ３１６Ｌ配管材料の室温人工海水中での５００時間の浸漬
実験を実施し、本装置を用いない場合と比較した結果である。該図において、Ａは本発明
を適用した場合の腐食量の経時変化であり、Ｂは本装置を用いずＳＵＳ３１６Ｌ配管材料
を単純浸漬した場合の腐食量の経時変化を示し、ブライン水(塩濃縮水)を想定した６０℃
の空気飽和した塩濃度７％の人工海水を、ステンレス鋼であるＳＵＳ３１６Ｌ鋼の配管に
通水した場合の腐食量を経過時間を変数として求めた結果である。
【００５７】
　比較のための本発明の腐食抑制装置を用いず単純浸漬とした減肉量を示す腐食量変化１
００１は、本発明の腐食抑制装置を接続したＳＵＳ３１６Ｌ鋼の腐食量変化１００２の８
倍以上となり、本発明の腐食抑制装置により、ステンレス配管の腐食が著しく抑制される
ことがわかる。
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【００５８】
　尚、本発明の腐食抑制装置では、アノードとしてカーボンシートを用い、配管がカーボ
ンシートより-１Ｖとなる電圧を保持するように制御した。電源は、直流安定化電源を用
いている。
【実施例４】
【００５９】
　次に、本発明のポンプ装置の一実施例を図１０及び図１１を用いて説明する。該図に示
す本実施例のポンプ装置は、上述した海水淡水化装置の設備の一つであるポンプ装置を示
すものである。
【００６０】
　図１０は、本実施例のポンプ装置の一つである斜流ポンプの概略、図１１は、その吸い
込み部の拡大を示すものである。尚、斜流ポンプ以外のポンプ装置においても類似の構造
となる。
【００６１】
　該図に示す如く、本実施例のポンプ装置は、シャフト３５を中心として、それを支える
上部軸受ブラケット３２と下部軸受ブラケット３３、更に、シャフト３５の回転に伴い回
転する羽根車３７と、水流の容器となる揚水管３０とを備え、揚水管３０は、吐出ケーシ
ング３１と吸込ケーシング３４で保持され、羽根車３７でもたらされる水流が、案内羽根
３６を介して図１０の左方へ移動する水流となり、揚水されるものである。
【００６２】
　そして、本実施例での腐食抑制装置は、揚水管３０の外部に、上述した実施例で説明し
た配線２２、電源２３、電流モニタ２４を配置し、アノード２１或いはカーボンシート７
１が、上部軸受ブラケット３２と下部軸受ブラケット３３及び吸込ケーシング３４のフラ
ンジ部に、図２、図６、図７のいずれかに示す形状で水流と接するように設置される。電
流モニタ２４は無い場合もある。
【００６３】
　配線２２は、下部軸受ブラケット３３、揚水管３０、吐出ケーシング３１、吸込ケーシ
ング３４及び羽根車３７に接続され、これら構造材が、アノード２１或いはカーボンシー
ト７１に対して負の電位を保持するように電源２３により電圧が印加される。
【００６４】
　このような本実施例の構成とすることでも、海水による腐食作用を受けるにもかかわら
ず、構造材の腐食量を著しく低減することが可能となる。
【００６５】
　従って、本実施例によれば、ポンプ装置の性能を維持しつつ、海水による耐食性を向上
させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、海水淡水化装置の配管及び金属性構成部材の耐食性の向上に適用することが
できる。
【符号の説明】
【００６７】
　1…取水井、２…二層濾過器、３…濾過海水槽、４…保安フィルター、５…高圧ポンプ
、６…逆浸透膜モジュール、７…動力回収タービン、８…生産水槽、９…濃縮水配管、１
０、１１、１２…金属配管、21…アノード、２２…配線、２３…電源、２４…電流モニタ
、２５…ステンレス配管、２６…フランジ、２７…ゴムリング、３０…揚水管、３１…吐
出ケーシング、３２…上部軸受ブラケット、３３…下部軸受ブラケット、３４…吸込ケー
シング、３５…シャフト、３６…案内羽根、３７…羽根車、７１…カーボンシート、７２
…絶縁フィルム、１００…海水。
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